
別紙１ 

改正指針と有機溶剤中毒予防規則及び 

特定化学物質障害予防規則との関係 

 

１ 有機溶剤関係 

  指針対象物質のうち有機溶剤について、改正指針に規定する措置と有機溶剤中毒予防

規則（以下「有機則」という。）の適用関係は次のとおり。 

 有機溶剤業務 

（有機則第１条第６号イ～ヲ） 

有機溶剤業務以外の業務 

有機溶剤

の含有量 

 

 

５％超 

 

 

有機則の適用及び改正指針（３（１）、

４（１）、５、６、７（１））の対象範

囲 

 

 

改正指針（３（４）、４（３）、

５、６、７（１））の対象範囲 

 

１％超 

改正指針（３（４）、４（３）、５、６、

７（１））の対象範囲 

改正指針（３（４）、４（３）、

５、６、７（１））の対象範囲 

１％以下 

 

改正指針の対象範囲外 改正指針の対象範囲外 

   ※有機溶剤とは、クロロホルム、四塩化炭素、１，４－ジオキサン、１，２－ジク

ロルエタン、ジクロロメタン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、テトラクロルエ

チレン及び１，１，１－トリクロルエタンを指す。 

 

２ パラ－ニトロクロルベンゼン関係 

  指針対象物質のうちパラ－ニトロクロルベンゼンについて、改正指針に規定する措置

と特定化学物質障害予防規則（以下「特化則」という。）の適用関係は次のとおり。 

 製造し、又は取り扱う業務 

パラ－ニ

トロクロ

ルベンゼ

ンの含有

量 

 

５％超 

 

 

特化則の適用及び改正指針（３（２）、

４（１）、５、６、７（１））の対象範

囲 

 

１％超 

改正指針（３（４）、４（３）、５、６、

７（１））の対象範囲 

１％以下 

 

改正指針の対象範囲外 
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３ １，２－ジクロロプロパン関係 

指針対象物質のうち１，２－ジクロロプロパンについて、改正指針に規定する措置と

特化則の適用関係は次のとおり。 

 洗浄･払拭の業務 洗浄･払拭の業務 

以外の業務 

１，２－ジクロロ

プロパンの含有

量 

１％超 

 

 

特化則の適用及び改正指針

（７（１））の対象範囲（※） 

 

 

改正指針（３（３）、４（２）、

５、６、７（１））の対象範囲 

１％以下 

 

特化則の対象範囲外 改正指針の対象範囲外 

   ※：労働衛生教育については、労働安全衛生規則第 35 条（雇入れ時等の教育）の対

象範囲。 

    

４ その他の物質関係 

指針対象物質のうち上記１～３に掲げる物質以外の物質について、改正指針に規定す

る措置の適用関係は次のとおり。 

 製造し、又は取り扱う業務 

その他の

物質 

 

 

１％超 

 

 

改正指針（３（４）、４（３）、５、６、

７（２）又は７（３））の対象範囲 

１％以下 

 

改正指針の対象範囲外 

 




